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現
下

ω土
地
問
題
ミ
自
作
農
創
設
事
業)¥ 

木

芳

之

助

昭
和
五
年
の
世
業

mm悦
以
来
、
そ
の
制
策
と
し
て
我
闘
の
農
業
政
策
は
、

一
回
に
於
て
農
産
物
の
僚
絡
攻
策
に

主
力
を
位
ぐ

t
共
仁
、
他
市
に
於
て
赴
村
mw
白
尤
更
生
策
を
重
要
秘
し
て
家
に
ο

蓋
し
民
業
恐
慌
は
農
産
物
伯
祐

の
激
落
、
ひ
い
て
農
産
物
侵
格
と
工
業
日
間
債
格
、
就
中
カ

Y
テ
Y
製
品
債
格
と
の
聞
に
、
所
謂
鋳
扶
債
格
差
を
悲

起
し
、
農
家
経
済
を
困
窮
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
加
之
、
農
家
の
公
租
公
課
詑
に
負
債
の
利
耕
等
に
要
寸
る
貨

幣
支
出
は
、
農
産
物
債
格
の
激
落
に
膿
じ
て
低
下
し
な
い
か
ら
、
此
等
の
支
出
は
一
一
層
農
家
程
掛
に
重
慶
を
加
ふ

る
こ
ム
」
旨
な
っ
た
。
然
る
に
調
占
資
本
と
小
品
の
詑
存
か
ら
殺
生
す
る
債
格
差
、
農
家
の
租
税
負
擦
過
重
、
負
債

の
重
感
等
を
一
朝
に
し
て
除
去
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
め
る
か
ら
、
先
づ
以
て
農
産
物
の
債
格
を
或
る
程
度
ま
で

引
上

σる
か
、
若
〈
ぱ
少
〈
と
色
之
-
伊
」
安
定
せ
し
め
る
こ
と
が
}
目
標
と
す
る
債
格
政
策
に
主
力
が
誌
が
れ
る
こ
と

〉
な
っ
た
。
帥
も
米
穀
統
制
法
、
米
穀
自
治
管
理
法
、
産
繭
庭
理
統
制
法
、
重
要
肥
料
業
統
制
法
は
何
れ
も
此
の

債
格
政
策
の
表
現
で
あ
る
。

-
次
に
農
業
恐
慌
針
策
と
し
て
農
村
の
自
力
英
生
策
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
自
力
夏
生
策
に
於
て
は
先
づ
農
民
精



神
の
作
興
が
高
唱
さ
れ
、
農
村
部
落
の
持
つ
固
有
の
美
風
た
る
隣
保
共
助
の
精
神
を
基
礎
と
す
る
村
民
の
融
和
、

却
も
村
民
金
曜
の
喜
び
を
共
に
喜
び
、
苦
難
を
共
に
す
る
村
民
の
心
か
ら
の
一
致
か
ら
、
議
仮
的
手
を
止
め
、
地

主
小
作
の
昂
ず
を
止
め
、
真
の
村
の
一
平
和
を
脅
す
こ
と
が
要
望
さ
れ
た
。
而
し
て
自
力
一
見
生
策
は
農
業
恐
慌
卦
策
と

し
て
は
、
か
〉
る
州
五
民
精
神
の
作
山
県
の
外
に
、
農
民
の
勤
倹
力
行
と
農
家
経
論
併
の
自
給
化
と
を
要
望
す
る
乙
と
〉

な
り
、
之
を
有
殺
な
ら
し
な
る
た
め
に
各
活
動
部
面
に
於
け
る
山
村
氏
の
協
同
化
が
促
さ
れ
る
と
と
冶
な
っ
た
。

か
、
〉
る
州
民
産
物
倒
格
政
策
炉
内
託
業
恐
慌
針
策
と
し
て
不
可
避
的
で
あ
り
、
ま
に
品
村
の
窮
乏
を
緩
和
す
る
上
に

h
u
h
f
d
目
。
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伴
者
と
し
て
、
又
そ
の
販
費
者
と
し
て
現
は
れ
る
昆
で
は
、
農
産
物
の
償
格
政
策
は
地
主
の
利
指
と
完
全
に
一
致

す
る
。
否
、
単
な
る
不
耕
地
主
と
し
て
、
農
業
者
的
役
割
若
く
ば
品
企
業
者
的
役
割
を
持
た
な
い
現
在
の
多
敷
地

主
に
と
り
で
は
、
経
済
を
遁
じ
て
経
掛
金
動
か
し
得
な
い
立
場
に
あ
る
か
ら
、
勢
ひ
政
治
を
通
じ
て
経
済
を
動
か

さ
ん
と
金
闘
す
る
に
至
り
、
従
て
地
主
は
積
極
的
に
農
産
物
債
格
政
策
を
支
持
す
る
こ
と
〉
な

ι。
け
れ

E
-
B
斯

か
る
現
物
小
作
料
の
存
績
は
、
農
産
物
債
格
政
策
の
利
益
を
農
業
生
産
者
に
充
分
に
均
詰
せ
し
め
得
な
い
正
い
ふ

叫
慨
を
伴
ふ
。
き
れ
ば
農
産
物
債
格
政
策
を
有
致
に
途
行
せ
ん
と
す
れ
ば
、
小
作
問
題
に
卦
す
る
針
策
矛
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
印
ち
農
産
物
侵
格
政
策
の
目
標
が
農
民
生
活
の
安
定
に
あ
り
と
す
る
限
h
J
、
乙
の
債
格
政
策
の

遂
行
は
品
目
回
然
に
小
作
問
題
、
ひ
い
て
土
地
問
題
の
解
決
を
要
求
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

失
に
自
力
更
生
策
に
於
て
色
農
民
精
神
の
作
興
、
農
民
の
勤
倹
力
行
、
農
家
経
済
の
自
給
化
等
を
遼
行
し
、
ま
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1) 東畑精一氏、日本農業の展開過程、八七瓦参照。
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車止

に
農
村
粧
梼
夏
生
計
査
に
あ
り
て
も
、
増
産
と
か
、
単
な
る
販
貰
改
善
と
か
に
終
始
し
て
ゐ
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
比

較
的
国
滑
に
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
増
産
や
単
な
る
販
責
改
善
に
終
始
す
る
農
村
結
構
一
見
生
運
動
に
於

て
は
、
小
作
料
引
下
げ
の
方
向
を
と
る
よ
り
も
、
寧
ろ
小
作
料
の
現
行
率
維
持
に
終
る
か
、
者
〈
ぱ
小
作
料
引
上

に
経
る
可
能
性
さ
へ
具
備
し
つ
〉
め
る
。
今
日
に
於
て
は
「
自
力
更
生
は
先
づ
記
帳
か
ら
」
と
さ
へ
言
は
れ
て
ゐ
る

炉
、
併
し
多
数
の
農
家
は
記
帳
の
結
果
と
し
て
、
小
作
料
の
高
い
こ
と
、
租
税
負
携
の
重
い
こ
と
、
ま
た
負
債
の

多
相
な
る
こ
と
を
綾
田
川
す
る
で
あ
ら
う
。
世
民
の
日
力
一
史
生
や
}
阻
ひ
此
等
の
障
害
は
、
県
民
の
白
力
ぞ
越
ゆ
る
も

の
と
し

τ、
之
が
緩
和
又
は
除
去
を
要
求
す
る
仁
至
る
こ
と
は
、
自
力
史
生
迩
動
mw
骨
回
然

mw
蹄
結
で
あ
ら
う
c

ま

だ
自
力
夏
生
運
動
に
於
て
は
、
隣
保
共
助
の
精
神
や
農
村
氏
の
心
か
ら
の
一
致
同
結
の
必
要
が
強
調
き
れ
、
農
村

内
部
に
於
て
は
地
主
も
小
作
も
そ
の
争
を
止
め
よ
と
高
調
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ム
中
、
小
作
手
議
件
数

は
逆
に
年
今
増
加
し
、
最
近
は
一
ヶ
年
に
五
千
件
以
上
に
も
及
び
、
し
か
も
争
議
は
従
来
の
小
作
料
の
一
時
的
蹴

兎
に
闘
す
る
も
の
か
ら
、
土
地
返
還
を
中
心
と
す
る
も
の
に
一
轄
し
、
念
々
そ
の
深
刻
の
度
ぞ
加
へ
つ
う
あ
る
o

き
れ
ば
小
作
問
題
、
ひ
い
て
土
地
問
題
の
解
決
を
圃
る
こ
と
は
、
農
民
生
活
の
安
定
ぞ
目
標
と
す
る
農
村
麗
糟
市
民

生
運
動
令
し
て
、
有
終
の
美
佐
済
さ
し
な
る
上
に
於
て
も
絶
針
的
に
必
要
で
J

の
る
。

ーー

hr
〈
の
如
〈
昭
和
五
年
の
農
業
恐
慌
以
来
、
そ
の
封
策
と
し
て
、
農
姥
物
倒
格
政
策
と
自
力
足
生
策
と
に
童
勅

が
置
か
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
雨
政
策
を
有
殻
に
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
土
地
問
題
の
解
決
に
ま
で
進
出

2) 東i南庄治氏、農業政策の新動向(農業と続的、第モ巻第宍披〉ーじ頁。
3) 拙稿、最近に於げる小1t'学議ω動向と小1t'Ii:H、(統括再論畿、第PLI十二巻第五

"IDX)参照。



す
る
こ
と
が
不
可
避
的
と
な
っ
亡
。
併
し
こ
の
土
地
問
題
は
、
翠
な
る
増
産
政
策
や
販
責
改
善
策
と
具
り
、
農
村

の
内
部
機
構
に
鯛
れ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
多
く
の
摩
擦
を
伴
ふ
こ
と
を
兎
れ
な
い
。
け

れ
ど
も
農
民
生
活
を
安
定
し
て
、
異
の
農
村
平
和
を
招
致
し
、
以
て
農
村
の
祉
合
不
安
'
伊
二
掃
す
る
た
め
に
は
、

今
や
何
と
し
て
も
土
地
問
題
を
解
決
す
る
だ
け
の
畳
悟
と
決
心
と
を
固
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
秋
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
今
日
の
時
局
が
要
望
す
る
属
政
一
新
一
炉
断
準
的
な
る
も
の
だ
る
限
り
、
土
地
問
題
の
解
決
も
ま
た
漸
進
的
に
し

て
穣
健
な
A
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
め
る
。

i

i

 

品
川
ら
ゴ
掛
か
る
怠
味
の
土
地
問
閣
の
岬
決
策
弁
一

L
て
は
刈
吋
な
る
政
策
J
P
存
ず
る
で
あ
ら
う
い
℃

惟
う
に
土
地
問
題
の
解
決
が
、
勤
勢
農
民
の
生
活
安
定
策
と
し
て
要
望

3
れ
る
限
h
ノ
、
ぞ
れ
は
農
業
経
替
の
現

肢
と
そ
の
殺
展
傾
向
左
を
無
鵡
し
て
は
之
を
考
ふ
る
砂
一
得
な
い
。
農
村
人
口
が
過
剰
で
あ
、
り
、
従
て
集
約
経
管
を

必
要
と
す
る
我
闘
に
於
て
は
、
資
本
家
的
大
農
粧
鋒
に
向
ふ
傾
向
は
殆
ど
窺
は
れ
や
、
ま
た
個
人
経
轡
よ
り
共
同

経
管
に
移
る
傾
向
も
殆
ん
ど
看
取
さ
れ
な
い
。
素
よ
り
個
人
的
小
農
経
傍
の
も
つ
融
陥
を
楠
ふ
た
め
に
は
、
光
づ

販
責
、
購
買
、
信
用
等
の
流
通
」
部
面
に
於
て
協
同
化
が
起
き
れ
、
次
第
に
農
業
生
産
の
準
備
的
段
階
や
農
産
物
の

加
工
等
の
方
面
に
於
て
部
分
的
共
同
作
業

ιし
て
行
は
れ
る
に
至
り
つ
冶
あ
る
こ
と
は
之
を
認
む
べ
き
も
、
固
有

の
有
機
的
農
業
生
産
部
面
が
全
面
的
に
共
同
経
管
化
さ
れ
る
傾
向
は
殆
ど
認
め
難
〈
、
従
て
近
き
防
府
京
市
に
於
て
は

我
園
の
農
業
は
備
は
依
然
と
し
て
個
人
経
替
と
し
て
南
保
さ
れ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
き
れ
ば
土
地
問
題
の
解

決
は
、
我
聞
に
於
て
は
主
と
し
て
自
家
努
力
に
依
存
す
る
個
人
的
勢
作
蛭
替
を
封
象
と
し
て
行
は
る
べ
き
で
あ
ら

現
下
の
土
地
問
題
と
自
伶
農
創
設
事
業

第
四
十
三
巻

第
一
披

4) 拙著、農村産業組合の肝究(第四卒、農業生産過程の協同化と産業組合)参照。



現
下
の
土
地
問
題
k
自
作
農
創
設
事
業

第
四
十
三
巻

四

第

器官

四

，「
J

。我
闘
の
土
地
問
題
は
個
人
的
勢
作
鰹
管
を
封
象
と
し
て
解
決
ぎ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
際
看
過
し
得
な

い
こ
と
は
、
我
囲
め
耕
地
面
積
は
会
岡
平
均
し
て
農
家
一
戸
嘗
一
町
一
反
に
満
た
や
、
五
反
未
捕
の
農
家
戸
数
が

会
農
家
戸
数
の
三
四

μ
強
を
占
め
る
と
い
ふ
事
貰
で
あ
る
。
都
市
近
郊
で
集
約
的
な
る
聞
事
的
経
轡
が
行
は
れ
る

場
合
に
は
、
五
反
未
満
の
耕
地
を
以
て
す
る
も
、
普
通
農
家
と
し
て
の
生
計
伝
維
持
し
符
る
で
あ
ら
う
が
、

般
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z
u
d
一
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l
E
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制
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Z
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件
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業

σ
わ
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よ
イ

J
L
A劃
を
品
利
一
制
小
、
ゼ
p

れ
?
と
す
-
れ
は

思
ド
小
作
闘
係
い
か
改
善
さ
れ
穴
か

ら
と
言
っ
て
、
ま
に
胆
A
V
全
部
の
も
の
が
自
作
農
に
な
っ
た
か
ら
と
一
言
っ
て
喜
ん
で
ゐ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

彼
等
零
細
農
を
し
て
農
業
の
み
に
よ
っ
て
生
計
営
維
持
せ
し
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
耕
作
地
再
分
配
の
問
題
ま
で
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
我
園
の
耕
地
は
、
小
作
地
た
る
と
自
作
地
た
る
と
を
聞
は
や
、
飴
す
と
こ
ろ
な

〈
完
全
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
椴
令
地
主
制
を
廃
し
て
丸
宅
一
面
的
な
る
自
作
農
制
を
布
く
と
し
て
も
、
ぞ
れ
に

よ
っ
て
耕
地
面
積
は
竜
も
増
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。
き
れ
ば
零
細
農
を
し
て
農
業
に
よ
っ
て
の
み
生
許
ぞ
維
持

せ
し
め
よ
う
と
す
れ
ば
、

土
地
問
題
の
解
決
に
は
営
然
耕
作
地
存
分
配
の
問
題
営
も
合
せ
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
然
る
に
小
農
経
替
の
支
配
的
な
る
我
闘
に
於
て
は
、
組
農
家
戸
数
は
五
百
六
十
一
寓
七
千
戸
に
上
る
も
、
三

町
以
上
五
町
未
満
会
耕
す
梢
大
農
た
る
農
家
は
十
二
寓
九
千
戸
存
す
る
に
過
ぎ
や
、
し
か
も
其
の
う
ち
の
三
六

μ

は
北
海
道
に
あ
る
o

更
に
五
町
以
上
を
耕
す
大
農
た
る
農
家
は
僅
に
七
寓
六
千
戸
に
過
ぎ
子
、
し
か
も
共
の
う
ち



の
八
四
%
は
北
海
道
に
あ
る
有
様
で
あ
る
。
き
れ
ば
偲
令
耕
地
を
一
丹
分
配
す
る
に
し
て
も
、
之
に
よ
っ
て
五
反
未

満
の
零
細
山
識
を
会
岡
平
均
の
一
町
歩
を
耕
す
勢
作
短
管
に
ま
で
引
上
げ
得
る
か
否
か
は
極
め
て
疑
問
で
あ
る
。
強

ひ
て
斯
か
る
耕
地
再
分
配
を
敢
行
ぜ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
師
耕
地
な
縮
小
さ
れ
る
農
家
の
側
か
ら
強
烈
な
る
反
封

いか起
hpJ
、
反
っ
て
農
村
生
活
に
甚
だ
し
き
捷
乱
ぞ
惹
起
す
る
悌
が
あ
る
。
従
て
土
地
問
題
の
解
決
に
際
し
て
は
、

斯
か
る
零
細
農
の
河
越
を
も
合
せ
考
ふ
べ
き
で
あ
る
が
、
併
し
彼
等
に
卦
し
で
は
寧
ろ
生
計
補
充
の
意
味
で
趨
切

な
る
副
業
を
奨
聞
す
る
と
か
.
農
利
工
業
を
興
す
と
か
、
ま
に
は
移
民
を
奨
聞
す
る
と
か
に
よ
っ
て
、
生
計
楠
充

、、

乃
念
日

'r盟
ぷ
こ
L
-
戸
、
ょ
っ
尚
一
羽
び
わ
白

7
フ
υ
丸
1

ヨ
市
川

''V

主
山
日
本
百
流
計
友
h
J
P
っ
し
亡
、
ヤ
作
草
好
感
州
副
い
立
幾
何
刀
判
明

{

3
ー

;

μ

L

4

i

l

c

l

'

l

d

，

1
1
1
1
:
1
1
7

司

'
j
!
E
r
-
-
i
ノ

{

か
る
零
細
農
が
存
在
し
て
ゐ
る
か
は
之
砂
一
知
り
得
る
が
、
彼
等
が
農
業
以
外
に
如
何
芯
る
生
計
補
充
の
副
業
h
T
有

し
て
ゐ
る
か
、
ま
た
彼
等
の
幾
割
が
都
合
附
近
に
於
て
農
業
の
み
に
よ
っ
て
生
許
を
管
み
つ
h
あ
る
か
に
闘
し
て

は
之
を
知
り
得
る
充
分
な
る
資
料
を
有
し
な
い
。
き
れ
ば
斯
か
る
方
面
阿
賀
謹
的
研
究
を
途
「
る
こ
と
は
、
我
圃

の
土
地
問
題
の
解
決
の
上
か
ら
も
、
極
め
て
重
要
で
め
る
左
言
は
も
ざ
る
を
仰
な
い
。

掛
か
る
諸
姑
を
考
慮
し
た
る
上
に
於
て
、
現
下
の
土
地
問
題
を
考
ふ
る
な
ら
ば
、

そ
の
解
決
策
と
し
て
は
如
何

な
うt る
づ 政
第、策
一、l が
に存
士・i す
土也、 る
のもで
岡、め
有、ら
イ七、 う

がか
考 O

J、、

ら
れ
る。
車
な
る
架
主
的
な
る
枇
命
円
改
草
的
議
論
と
し
て
は
い
ぎ
知
ら
十

現
貫
的
な
る
農
業
政
策
と
し
て
土
地
岡
有
を
断
行
せ
ん
と
す
れ
ば
、
間
家
が
地
主
に
針
し
一
定
の
賠
償
金
を
支
抽

ふ
て
其
の
所
有
地
を
牧
用
し
、
現
在
の
小
作
人
に
は
芙
の
土
地
に
封
す
る
使
用
耽
盆
植
の
み
を
認
め
、

一
定
の
使

現
下
の
土
地
問
題
と
台
作
農
創
設
事
業

第

由主

第
凶
十
二
一
巻

:tι 

五

気候の慰よ hして一家の生計.re維持する?めに北海道に於では本州、閉園、
九州よりもよ b康き耕地を要することは明当 Tある。印ち昭和九年に於げる

内地縄平均の農家一戸常耕地面積はl.07/1irrよるに、北海道に於ては夫は4.74
町となって心る。

5) 



現
下
の
土
地
問
題
と
自
作
農
創
設
事
業

第
四
十
一
一

A

巻

ム
F、

第
一
務

ー
ム

ノ、

用
料
の
支
捕
に
よ
っ
て
之
を
耕
作
せ
し
む
る
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
従
来
の
地
主
卦
小
作
人

の
小
作
争
議
は
無
く
な
る
も
、
併
し
そ
れ
は
趨
形

3
れ
て
岡
家
封
小
作
人
の
争
議
と
な
っ
て
現
れ
る
農
が
め
る
。

従

τこ
の
小
作
争
議
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
別
に
小
作
制
度
そ
の
も
の
〉
根
本
的
改
革
を
仲
は
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
け
れ
ど
も
土
地
闘
有
を
断
行
す
る
と
な
れ
ば
、
岡
家
は
英
大
な
る
経
費
を
支
出
す
る
を
要
す
る
こ
と
冶
な

る
が
.
そ
れ
は
目
下
の
我
閣
の
期
政
肢
態
よ
り
考
へ
て
極
め
て
賀
行
困
難
で
J

め
る
。

8
れ
ば
土
地
闘
有
化
の
提
唱

ま
H
地

主

』

川

市

J
Z
、
ち
)
F
L
一一一目一

14γ

、J
f
H
r
-
-
o

l
k
γ
正
日
勾
』

ot，
Et--予
d

J

L司
、

1

/

し

(

E

J

U

《

-
'
J
I
f
f
yサ
J

、、

時

3
4
e
d
取
ム
ヨ
己

C
U
1〆
、

ー

門

戸

H
n
u
戸
乙
ヲ
ノ
】
，
ト
ヒ
哉
、
P
久

Y
E
少

-
M也
、
l

ノ
〉
ナ
伊
ヲ
》
也
市

貨
一
』
ド
h

出
J

4

十

U
4
f
端
正
C
E
3
1
ト
前
じ
J

記
号
↓
引
一
町
、

5
7一
h
c一

n 
N・

~tR: 
F臼

小、
イ下、
E去、

以

除
云1f
し

ょ::L

小
作
農
民
の
生
活
安
定
を
嗣
一
ら
ん
?
と
す
る
方
策
で
あ
る
。
小
作
法
に
よ
っ
て
小
作
棋
が
確
立

3
れ、

且
つ
小
作
料

が
公
正
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
偲
令
土
地
の
所
有
棋
は
奥
へ
ら
れ
な
く
と
も
、
小
作
人
は
小
作
地
に
封
す
忍
愛
重

の
念
を
増
す
で
あ
ら
う
。

蓋
し
土
地
愛
撫
の
念
は
、

あ
る
梓
度
ま
で
占
有
権
に
つ
い
て
も
殺
生
す
る
か
ら
で
あ

る
。
而
し
て
小
作
訟
の
制
定
に
は
、
別
段
の
費
用
を
要
し
な
い
か
ら
、
政
府
に
し
て
之
を
制
定
す
る
行
け
の
決
心

さ
へ
す
れ
ば
、
之
が
賀
行
は
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
ま
た
土
地
問
題
の
解
決
策
と
し
て
も
相
嘗
大
い
な
る
債
値
を

有
す
る
色
の
で
あ
る
。
併
し
此
の
場
合
に
は
小
作
人
は
永
久
に
小
作
入
だ
ら

F
Z
を
得
な
い
。
小
作
立
法
に
於
て

如
何
な
る
事
項
を
規
定
す
べ
き
か
に
就
い
て
は
岐
に
論
及
し
た
か
ら
、
+
訟
で
は
之
に
鯛
れ
な
い
こ
と
〉
す
る
。

、

、

‘

.

、

、

、

、

、

、

、

、

第
三
に
考
へ
ら
れ
る
土
地
問
題
の
解
決
策
は
自
作
農
創
設
維
持
政
策
で
あ
る
。
今
日
小
作
問
題
が
起
る
の
は
、

士
地
の
所
有
と
そ
の
使
用
と
が
樺
利
的
に
相
分
離
し
、

一
方
に
地
主
あ
h
，
他
方
に
小
作
人
が
あ
っ
て
、
雨
者
一
か
さ

6) 拙稿、最近 l二於げる小作争議の動向とに小11~~:t，-i士(経潜論叢、第四十二容第
主b~ IDJt)参照。



な
ぎ
だ
に
小
さ
き
農
業
牧
盆
を
分
配
し
あ
ふ
の
で
J

の
る
わ
'
ら
、
蕊
に
厄
介
な
る
小
作
問
題
が
趨
る
こ
と
h

な
る
。

き
れ
ば
自
作
農
創
設
事
業
を
徹
底
的
に
断
行
し
て
、
地
主
と
小
作
人
と
の
卦
立
を
無
〈
す
る
こ
と
が
‘

土
地
問
題

解
決
の
最
上
の
策
と
さ
れ
る
。
自
作
農
が
土
地
を
愛
惜
し
、
そ
の
生
産
力
を
維
持
培
養
す
る
上
に
最
も
大
い
な
る

長
所
ぞ
有
す
る
こ
と
は
、
敢
て
ア

l
サ

l
・
ヤ
ン
グ
の
守
一
日
を
借
り
る
ま
で
も
な
〈
、
農
民
の
土
地
愛
者
心
理
を
考

ふ
る
な
ら
ば
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
然
か
も
こ
の
自
作
法
創
設
の
目
的
は
、
取
に
農
家
総
砕
を
裕
な
ら
し
な
る
と

い
ふ
測
に
の
み
存
す
る
ち
の
マ
な
く
、
農
地
は
ヲ
一
れ
tg
臼
ら
持
作
ず
る
者
に
於
て
所
有
す
る
と
い
ふ
健
貨
な
る
技

U凶
H
P
-
h
E
e

‘J
は

U

〆
、

占

MMA4tu叫
i
叫
ド

l
-

農
家
い
か
自
己
の
所
有
地
の
上
に
自
家
の
業
務
'Y
築
き
上
げ
も

)
仇
zr、
ヨ
量
一
、
外
出
ド

2

3
戸、
T
J
L
J
一

ツ
〈
心
当

E
却
♂
1
b
a
L
一
宮
元
そ
引
の

生
存
を
還
り
得
る
、
異
に
平
和
な
る
農
村
を
貫
現
せ
ん
と
す
る
鮪
に
あ
る
。
今
日
濁
逸
に
於
て
も
土
地
問
題
の
解

決
は
自
作
農
民

(
F
5与
を
主
眼
と
し
、
「
血
と
土
と
の
結
合
」
な
る
ス
官

l
ガ
ン
の
下
に
、
世
襲
農
場
法
(
甲
山
市
町
l

n
Z印
『

z
s
f
g
Z
N
)の
制
定
に
よ
り
て
、
自
作
農
民
の
維
持
創
設
に
全
力
セ
毒
し
て
ゐ
る
o

こ
れ
農
政
上
、
闘
民
経

済
上
、
岡
民
保
健
上
、
園
防
上
、
自
作
農
民
の
有
す
る
長
所
全
充
分
に
認
識
せ
る
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
師
連
の

如
〈
我
闘
の
農
業
経
替
が
資
本
家
的
大
経
管
に
移
ら
争
、
き
れ
ば
と
で
全
部
的
共
同
粧
品
営
に
向
ふ
傾
向
も
な
い
と

す
る
な
ら
ば
、
家
族
的
勢
作
垣
管
と
し
て
留
ま
る
外
は
な
い
。
然
る
場
合
に
は
自
作
農
が
や
は
り
最
も
優
れ
た
麗

替
様
式
で
は
な
い
か
。

け
れ

E
も
我
々
の
看
過
し
得
な
い
事
寅
は
、
潤
逸
に
於
て
は
一
九
二
五
年
の
農
業
経
管
調
査
に
よ
れ
ば
、
耕
地

穂
面
積
の
八
八
%
が
自
作
農
地
で
あ
り
、
小
作
地
は
僅
に

一
切
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
o

然
か
も
小
作
地
は

現
下
の
土
地
問
題
と
自
作
農
創
設
事
業

第

盟主

七

第
凶
十
=
一
巻

ーじ

この世襲農場法は19~3&l"5月 15 日に稜布された色ので、最低一家の生活を維
持するに足る面積の向作的農業及び林業地よし最高1:!5へクター Yレ迄の自
作的農業及び林業地ぞt~:襲農場とし、均分和維il制による土地分割を防\~1ごめ
一子相績制部面崩し、土 t:世襲農場の譲渡禁止、割標雪f保呆提f侠共の李紫需示t挫立に1強邑制枕
行をぞ?禁「宇Fることによつて、之号を「一家に永久1肘附H杓11硲
この法律による白作地のうちにlは主雇傭多労争働働}力に依存する F拘l橿笹F的大経管sを?色



現
干
の
土
地
問
題
と
自
作
農
創
設
事
業

第
四
十
三
谷

第

競

i¥ 

il. 

五
~
ク
タ

l
v
以
下
の
小
粍
仙
台
'
E
百
へ
グ
タ

l
y
以
上
の
大
艇
部
門
と
に
於
て
比
較
的
優
勢
で
あ
る
。
却
も
二
へ
ク

タ
l
y
以
下
の
過
小
農
粍
管
の
占
h
U
る
組
面
積
の
う
ち
で
、
三
七
%
四
が
小
作
地
で
あ
り
、
二
百
へ
ク
タ

I
Y
以
上

の
大
農
経
管
の
占
h
u
る
純
面
積
の
う
ち
で
、
二
四
dw
八
が
小
作
地
と
な
っ
て
ゐ
ふ
o

然
る
に
我
闘
に
於
て
は
耕
地

組
面
積
の
五
二
一
%
二
が
自
作
地
に
し
て
、
四
六

μ
七
日
か
小
作
地
で
あ
る
(
昭
和
九
年
度
)

O

濁
逸
に
於
て
は
自
作
地
は

耕
地
鰍
面
耐
の
八
八
引
を
占
む
る
も
、
我
聞
に
於
で
は
ぞ
れ
は
五
一
一
一
，
が
ド
過
ぎ
な
い
。
斯
か
る
客
観
的
事
情
よ
り

5

、
J

，!lT

、，F4
内、

矛

J
7
2
7
1レ一
h
h

h
k
司
)
1
1
一
戸
比
一
三
祉
士
年
ず
リ
主
主
主

F

ノ

7
E
、

司

u
f
o
E
F
I
H五
剥
世
寸
ノ
』
日
一
}
出
月

!
1
L
1
わし

立
ら
，
】
刊
持
品
地
一
刀
止
し
呉
伯
ξ

円一タ一戸
ρ
パ
」
芝
枕

tj
るヲ』
l
i
一
士
山

'tv合
川

J
J
3
r
L
1
1
J
T
:

，E
4
・
3
1
f
t
1
2
4』

烈
な
い
じ

我
々
は
我
幽
の
古
川
に
叫
し
仁
制
自
の
自
作
品
川
恥
創
設
株
村
山
瓜
や
葉
山
山
し
な
い
れ
ば
な
ら
な
レ
。

車
に
抽
象
的
に
考
ふ
る
な
ら
ば
、
農
政
上
、
闘
民
解
梼
上
、
世
舎
祉
策
上
、
自
作
農
が
小
作
曲
直
に
優
る
こ
と
に

就
い
て
は
、

何
人
も
異
論
は
な
か
ら
う
。

然
る
に
自
作
農
創
設
事
業
に
劃
し
て
は
、
寓
人
の
賛
同
ぞ
得
が
た
い
の

は
、
我
岡
に
於
て
は
小
作
地
が
比
較
的
多
〈
、
従
て
大
規
模
の
自
作
農
創
設
に
は
相
営
な
る
岡
品
川
を
要
し
、
然
か

も
従
来
か
ら
貫
行
さ
れ
、
或
は
殺
表
さ
れ
た
る
自
作
農
創
設
策
に
於
て
は
、
自
作
農
剣
設
と
小
作
法
と
の
有
機
的

闘
係
を
無
視
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
動
も
す
れ
ば
地
主
の
土
地
責
り
逃
げ
ぞ
助
長
す
る
一
種
の
地
主
保
穫
策
な

ち
と
さ
へ
評
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

土
地
問
題
の
解
決
上
、
自
作
農
創
設
主
義
に
よ
る
べ
き
か
、
小
作
立
法
に
よ
る
べ
き
か
は
、
大
正
末
期
よ
り
昭

和
の
初
期
に
か
け
て
盛
に
論
争
さ
れ
た
る
問
題
で
あ
る
。
私
は
斯
か
る
言
ひ
古
る
さ
れ
た
る
問
題
を
+
訟
で
重
ね
て

取
扱
ふ
こ
?
と
を
欲
し
な
い
が
、
併
し
こ
の
問
題
に
鯛
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
ほ
ど
、
我
園
の
土
地
政
策
に
闘
し
て

合tr。
K. Thalheim. A..!r.tl'"politik， J934， S. 19・
農林省、本邦農業要覧による。
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は
品
目
田
時
か
ら
一
向
に
有
殺
な
り
と
見
ら
れ
る
程
の
貴
行
が
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
私
に
は
小
作
立
法
が
制
定

3
れ
た

か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
の
み
で
土
地
問
題
が
完
全
に
解
決
さ
れ
る
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
勿
論
、
大
規
模
の

ι

自
作
農
創
設
事
業
に
は
小
作
法
の
制
定
診
先
行
せ
し
む
ろ
こ
と
が
絹
針
的
に
必
要
で
あ
る
止
考
へ
る
が
、
や
は
り

調
窮
極
に
於
て
は
、
土
地
問
題
の
解
決
策
と
し
て
は
自
作
農
制
の
優
越
を
信
十
る
も
の
で
あ
る
。
農
民
、
否
、

般

人
聞
の
利
己
心
、
農
民
の
土
地
愛
着
心
よ
り
し
て
、
私
は
自
作
法
の
優
越
念
日
同
や
る
。
勿
論
、
こ
〉
政
年
来
の
小

作
争
議
の
頻
発
に
伸
び
、
山
円
以
民
の
土
地
愛
着
心
が
幾
分
冷
却
せ
る
こ
と
は
事
貨
で
あ
る
が
、
小
作
法
の
制
定
に
よ

っ
て
排
作
植
が
確
立

3
れ
る
判
明
八
日
に
ほ
、

干
T

に

二
h
目
、
可
ノ
与
ご
当
事
、
‘
弓
I

河日

F

}
一，、
J

3

」

F
K
-
L内
ラ

ラ

コ

事
乙

j
I
J
U
山ザ
1
5耳
、
バ
ー
を
市
山

J
q
d
f
t
u
v
J
l
い
し
い
ら
力
己
J

フ
カ

4

1'" 

!?i] 
服

ほ
一
に
自
作
農
創
設
の
方
法
と
手
段
と
に
か
〉
つ
て
ゐ
る
。

我
闘
の
土
地
問
題
の
解
決
上
、
自
作
農
制
h
y
小
作
主

義
か
の
問
題
は
、
仮
令
言
ひ
古
る
さ
れ
た
る
問
題
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
後
に
於
け
る
我
闘
の
政
治
極
端
併
の
客

観
的
情
勢
の
推
移
に
照
し
、
今
一
度
一
見
に
一
層
深
〈
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

、

、

、

、

、

、

、

、

.

、

、

、

第
四
に
土
地
問
題
の
解
決
策
と
し
て
、
産
業
組
合
に
よ
る
土
地
利
用
組
合
や
申
合
組
合
に
る
耕
地
管
理
組
合
等

の
普
及
川
か
提
唱
さ
れ
て
ゐ
る
。
此
等
の
組
合
に
於
て
は
、
組
合
は
翠
に
地
主
か
ら
土
地
を
集
間
的
に
借

b
う
け
、

組
合
は
そ
の
土
地
を
廷
に
組
合
員
に
貸
付
け
て
、
組
合
員
が
そ
れ
を
個
人
経
替
'
と
し
て
利
用
す
る
場
合
と
、
組
合

員
一
か
共
同
経
傍
念
行
ふ
場
合
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
私
ば
此
等
の
組
合
併
}
磯
山
連
せ
し
h
u

る
た
め
に
は
、
少
〈
と
も
小

作
法
に
よ
っ
て
耕
作
棋
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
め
る
と
考
へ
る
。
若
し
論
者
に
し
て
小
作
立
法
を
仲
は
や
し

て
、
産
業
組
合
叉
ほ
申
八
円
組
合
に
よ
り
て
の
み
土
地
問
題
ぞ
解
決
し
得
る
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ

現
下
の
土
地
問
題
と
内
作
農
創
設
事
業

第
四
十
三
巻

:Jt. 
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就
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現
下
の
土
地
問
題
と
向
作
農
創
設
事
業

第
四
十
三
巻

O 

O 

第

盟主

れ
は
組
合
の
力
を
徐
り
に
過
信
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
七
そ
れ
は
農
民
の
自
力
夏
生
策
に
過
大
の
役
割
を
携
は
し

め
る
結
果
に
粍
る
で
あ
ら
う
。
併
し
此
等
の
駄
に
就
い
て
は
他
日
更
に
詳
論
し
た
い
。

一ー一

以
上
論
越
し
た
る
が
如
〈
、
我
閣
の
土
地
問
題
の
解
決
は
将
来
に
於
て
は

自
作
農
創
設
を
目
標
と
し
て
企
岡
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
そ
の
前

提
と
し

τ、
光
づ
小
作
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
是
非
必
.
要
で
あ
る
。

農
業
恐

慌
前
mw
昭
和
三
年
、
と
ぞ
の
後
に
於
け
る
自
作
農
戸
裁
、
自
作
田
町
向
作
畑
の

推
移
を
示
す
と
、
下
表
の
如
、
き
減
退
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
農
業
政
策
上

決
し
て
喜
ば
し
き
現
象
で
は
な
い
。

私
は
以
下
少
し
く
我
聞
に
於
て
行
は
れ
つ
冶
あ
る
自
作
農
創
設
維
持
事
業

の
成
績
を
検
討
し
つ
〉
、
将
来
行
ふ
べ
き
自
作
農
創
設
事
業
に
就
い
て
少
し

〈
論
や
る
で
あ
ら
う
。

肖
作
農
創
設
維
持
は
大
正
九
年
以
来
勧
業
銀
行
や
農
工
銀
行
等
の
資
金
貸
付
い
い
よ
り
て
行
は
れ
に

が
、
融
通
金
額
の
傾
少
、
利
子
の
高
卒
、
借
入
手
摘
の
煩
雑
等
の
矯
に
殆
ど
見
る
べ
き
色
の
が
な
か

っ
た
。
大
正
十
一
年
よ
り
簡
易
生
命
保
険
積
立
金
が
此
の
目
的
の
た
め
貸
付
げ
ら
れ
る
こ
と
〉
な
っ

て
か
ら
、
向
作
農
創
設
維
持
は
漸
〈
そ
の
緒
に
つ
き
、
府
服
、
町
村
、
産
業
組
令
、
農
舎
、
就
中
、

主
と
し
て
府
賂
に
よ

h
て
施
設
さ
れ
る
に
至
勺
た
。
即
ち
大
正
十
一
年
よ

h
十
四
年
迄
に
事
業
費
と

第
一
表

向最
作近
聞に

如l 於
のげ

経る
選10)F'¥ 

千住
農
戸
数

自体農戸数 自 作 田 | 白刊州1

門戸工亙E丑 EzTE
昭和l 人 町 i 
3 I 1，748，07JI 100.0; L542，:?o主I(日 o! 1，755，174 1日0.01

4 i 1，7即 日8i 叫 M038719白 01 1，B似，o:14 日1.41

5 1 1，742，日[円! 日日引 1，488，8791 96.21 1，607，:"18 01.61 

6 I 1，75肘'1，3ω0訓ばf

: !ト，7ご1百円?r討1で!I 1，ヲ?r:r?:1l0: : !ト，!!5:引 !r!吋1 
じ主己iμ己語i戸ぷ叫iニ~:I ;;:~I ~:セi弘iで士::lL」目95.日

第十一次農林省統計表による。10) 



し
て
、
簡
易
生
命
保
険
伎
立
金
よ
り
千
三
百
三
十
蔦
園
が
融
遁
さ
れ
、
そ
の
他
産
業
組
合
資
金
、
勧
業
銀
行
及
び
農
工
銀
行
貸
付
金
、
雨
銀
行
に
於

げ
る
府
間
肺
持
株
の
岡
常
金
、
預
金
部
低
利
資
金
、
府
照
産
業
資
金
等
々
を
合
し
て
、
今
計
約
千
七
百
徐
高
闘
が
融
通
さ
れ
た
。
而
し
て
貸
付
金
績
は

通
例
一
人
常
り
五
六
百
固
で
、
主
と
し
て
十
五
ヶ
年
乃
至
二
十
ヶ
年
の
年
賦
償
還
の
方
法
が
左
ら
れ
た
。

突
い
で
小
作
制
度
調
査
曾
の
答
申
に
基
与
、
大
正
十
五
年
五
月
二
十
一
日
に
農
林
省
令
第
十
帥
酬
を
以
て
自
作
農
維
持
創
設
補
助
規
則
を
公
布
し
、

従
来
各
府
勝
又
は
其
の
他
の
園
競
が
渇
立
的
に
行
っ
て
来
た
自
作
農
創
定
事
業
に
射
し
で
農
林
省
が
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
左
、
し
、
全
闘
劃
一
的

に
之
を
統
一
す
る
こ
と
、
な
ワ
に
。

こ
の
農
林
省
の
自
作
農
創
設
維
持
補
助
施
設
は
大
正
十
五
年
か
ら
二
十
五
ヶ
年
を
一
期
'
と
す
る
許
主
で
あ
っ
て

一
簡
易
生
命
保
険
前
立
金
、
一
一
償
謎
が
誌
、
貸
付
利
率
共
の
他
貸
付
慨
件
が
右
の
脱
立
金
に
類
似
す
る
資
金
に
し

て
農
林
大
臣
の
適
時
田
と
認
h

げ
る
も
の
を
、
長
期
償
還
の
方
法
で
各
道
府
腕
に
融
通
し
て
、
道
府
腕
を
し
て
自
作
農
地

の
創
設
維
持
を
闘
ら
し
な
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
資
金
を
道
府
牒
よ
り
借
入
れ
て
、
土
地
を
購
入
し
、

ば
維
持
せ
ん
と
す
る
者
の
負
携
を
軽
減
す
る
た
め
、
簡
易
生
命
保
険
積
立
会
又
は
之
に
類
似
す
名
資
金
の
利
息
四

介
入
原
の
う
ち
、
政
府
が
一
分
三
医
ぞ
補
給
し
、
三
分
五
一
肢
の
低
利
を
以
て
貸
付
げ
る
。
こ
の
施
設
に
於
て
二
十

五
ヶ
年
間
に
融
辿
さ
れ
る
資
金
は
、
第
一
年
度
七
百
寓
園
、
第
二
年
度
千
三
百
五
十
寓
園
、
第
三
年
度
及
び
第
四

年
度
各
千
五
百
寓
刷
、
第
五
年
度
千
八
百
寓
菌
、
第
六
年
度
以
後
は
毎
年
二
千
寓
闘
づ
〉
、
合
計
四
億
六
千
八
百

五
十
寓
固
と
な
り
、
之
に
劃
し
農
林
省
は
一
億
二
百
九
十
館
高
園
を
補
助
す
る
こ
と
う
な
っ
て
ゐ
る
。
自
作
地
と

し
て
購
入
さ
れ
る
田
畑
の
平
均
償
格
を
一
反
四
百
固
v
と
す
れ
ば
、
右
の
資
金
に
よ
っ
て
約
十
一
寓
七
千
町
歩
.
卸

ち
我
園
の
組
小
作
地
の
約
二
十
三
分
の
一
が
自
作
農
地
と
な
る
筈
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
白
作
農
創
設
事
業
は
闘

現
干
の
土
地
問
題
と
向
伶
農
創
設
事
業

第
四
十
三
巻

第

波

又

津村康氏、農業土地政策論、一四二頁。
農務局、農務時報、第一班、三O頁。
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現
干
の
土
地
問
題
と
向
作
農
創
設
事
業

第
凶
十
三
巻

第
一
蹴

家
白
か
ら
之
を
行
は
子
、

府
腕
そ
の
他
の
機
闘
を
し
て
行
は
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

よ
る
も
の
で
あ
り
、

‘
.
‘
.
、
、
、

所
諮
問
接
創
定
主
義
に

、
、
、
、
、
、

ま
た
自
作
農
創
設
に
闘
し
て
は
地
主

ω
土
地
貰
却
ぞ
伺
等
担
制
せ

5
る
所
謂
自
由
創
定
主
義

に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

さ
れ
ぽ
現
行
の
自
作
農
創
設
維
持
事
業
ば
、

ぞ
の
方
法
も

そ
の
規
模
も
至
っ
て
小
さ
く
、

極
め
て
微
温
的
で
あ
る
。

か
、
る
向
作
農
創
設
維
持
施
設
は
品
開
め
1
小
規
模
で
あ
ち
、
土
地
問
頼
殊
に
小
作
問
題
の
解
決
筑
と
し
て
は
、
農
村
を
し
て
百
年
河
川
摘
を
待
勺
の

嘆
を
棋
院
せ
し
む
る
状
汎
で
め
っ
た
か

ι、
政
府
は
夏
に
一
層
こ
の
事
業
に
力
を
入
れ
、
も
勺
と
大
規
模
な
る
、
国
家
的
の
も
の
と
伶
さ
ん
と
し
て
、

新
l
計
賞
十
立

t
、
問
和
一
年
九
月
内
作
成
地
法
山
梨

l
L
I
ぷ
台
公
表

L
K
O
-
}

ハ

W

引
叫
品
川
口
1
ロ
れ
ば
、
新
i
農
地
金
庫
j
一目、
A

法
人
ゐ
ι
設
立
し
て
判

作
農
創
設
維
持
の
助
成
に
闘
す
る
業
務
を
行
は
し
め
る
。
令
ー
庫
は
向
作
農
地
の
買
主
に
代
勺
て
主
(
め
費
行
す
る
債
券
を
地
主
に
安
付
し
、
買
ま
か
ら

は
年
賦
金
を
取
立
つ
る
も
の
で
め
る
。
而
し
て
此
の
計
蓋
は
三
十
五
ヶ
年
を
第
一
期
計
査
と
し
、
毎
年
八
千
寓
闘
を
限
度
と
し
て
農
地
債
券
命
俊
行

し
毎
年
一
議
八
千
町
歩
、
コ
一
十
五
ヶ
年
聞
に
純
計
六
十
三
寓
町
歩

ω自
作
農
地
を
創
設
す
る
。
之
に
従
来
の
計
蓋
じ
よ
っ
て
二
十
五
ヶ
年
間
に
創
設

き
れ
る
向
作
農
地
而
積
十
二
寓
町
歩
宇
一
加
へ
A
H
計
七
十
茂
町
歩
、
即

t
現
在
め
小
作
地
面
積
三
百
八
十
五
高
町
歩
の
約
一
三
割
を
白
H
作
農
地
と
な
さ
ん

t
す
る
も
の
で
あ
る
。

げ
れ

E
も
此
の
計
章
に
於
て
は
、
一
農
地
の
購
入
債
格

ω決
定
方
法
に
関
し
て
充
分
有
殺
な
る
規
定
が
設
一
町
ら
れ
寸
」
活
ら
中
、
わ
農
地
の
強
制
的

購
入
に
関
す
る
規
定
が
無
〈
、
民
ま
た
創
設
さ
れ
た
る
自
作
農
を
維
持
す
畠
家
産
法
の
加
害
制
度
を
も
件
は
千
、
佃
且
つ
小
作
法
と
の
有
機
的
関
係

を
も
無
瓶
せ
る
も
の
で
め
っ
た
か
ら
、
各
方
面
か

L
批
難
さ
れ
、
地
主
を
し
ア
持
て
餓
せ
る
土
地
を
責
遇
円
る
議
ぞ
得
せ
し
め
る
、
地
主
救
済
策
の

か
ら
く
ち
で
あ
る
司
と
も
言
は
れ
、
結
局
寅
現
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

四

、

、

、

、

.

、

.

、

、

、

、

き
れ
ば
今
日
の
慮
、
自
作
農
創
設
維
持
事
業
は
、
大
正
十
五
年
の
自
作
農
維
持
創
設
補
助
規
則
に
よ
っ
て
、
小

規
模
に
行
は
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

然
ら
ば
共
の
事
業
成
績
は
如
何
で
あ
る
か
。

ま
た
之
を
大
規
模
に
行
ふ
場

府将をして行はしむるが、特別の事情ある場合には市町村又は産業組舎』こ
於て行ふことをも認めてゐる。
農務局、農務時報第一波(昭和三年十月)。良業経済研究、第三省第四IDX、
参照。
河田嗣郎氏、 白作農地の創設及維持(経罰論議第二十六巻第一盟主)参照。
那須崎氏、小作立法に先立てる自作農地法案(農政論考)参照。

I2) 

I4) 



A
日
に
は
如
何
な
る
諸
勅
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

る
開
て
ケ

よ
、
以
八

に
も
を
は

、J'u'qd五
R

l
J
れ
削
耐
。

一
叶
ち
の
砕
い

印
ち
過
去
八
年
間
に
貸
付
刊
一
点
…
掛
川

泊

-
5
一言ー

さ
れ
た
る
金
額
は
約
一
一
億
一
畑
山
…
E
哨
哨

漬
は
九
み
於

千
前
向
闘
、
之
に
よ
っ
て
創
設
成
時
V
のに

業
常
-
-
地
文

さ
れ
に
4
0
自
作
田
畑
町
闘
は
時
h
M
川
崎
哨

時
国
b
いけ川

五
商
一
千
五
百
町
歩
で
あ
ち
制
L
M
M
U

創
か
む
と
就

現
在
の
穂
小
作
田
畑
面
積
二
農
あ
確
に

叶
と
込
A
h
之

百
八
十
高
町
歩
の
一
・
八
%
配
他
見
主
、

増
其
る
主
が

有
の
尋
を
る

に
過
ぎ
な
い
。
き
れ
ば
自
作
川
中
日
等
上

知
積
な
休
に

農
に
よ
る
土
地
問
題
解
決
策

E
聞
と
山
歩

、
持
畑
野
町

と
し
て
は
宴
に
百
年
河
清
を
柄
欄
何
一
明
日
山

農
創
自
た
百

者
の
て
し
に

味
表
し
入
間

農
本
想
購
年

先
づ
昭
和
元
年
度
よ
り
八
年
度
ま
で
に
、

こ
の
施
設
に
貸
付
さ
れ
た
る
金
額
、
誼
に
之
に
よ
っ
て
創
設
又
は
維

持
湾
、
れ
た
る
自
作
田
畑
面
積
乞
一
市
す
に
、

待
つ第三表

σ) 

嘆
な
z 
をナ
名手
な
L 、
。

市
川
表
の
知
〈
な
っ
て
ゐ
る
。

白作農創設維持貸付金及び創設維持面積 1討)然
ら
ぱ
此
の
自
作
農
創
設
維
持
事
業
に
よ
っ
て
創
設
維
持
さ
れ
た
農
家
は
幾
戸
に
上
る
か
、
創
設
維
持
さ
れ
た

る
農
地
面
積
は
如
何
な
る
規
模
の
も
の
で
あ
る
か
、

貸付金額

一一_l~_主I--*i ザ;一一一主-
千円 'frg 平円

8，407 1 15ο 8，品目。

古川12 ! 188! 10，100 

14，1S9 1 ':'01 14ι80 

4 1 14，821 1 17D 13，000 

5 15，910 1 日90 16，200 

o 1 11¥，144 1 '~， 'I 日i' 1;')，041 

12，516 1 'I，O'.l? 16，609 

8 12，1981 :'，n!Jo 14，292 

合計 101，0971 [I，7SB 110，882 

| 創設面積 l 維持同

年宣一一一十一一一一「 ー「
]田 | 畑 其 11包1 百十 :畑面積

反|則 tf.1 瓦|瓦
20，，1611 9， g(刈日lí';-~tíl ;3;)，8υol o 

問、585! 18，0叫 7m142，J4281645

32，，755) 21;，7521 0871 60，1941 !12~ 

33)7151 32，34βγ1()1 613，7711 .')97 

3'1，， 6791 37.~岡山1 78，0叫 1，050

37，， 15!l1 38，2日間 1，Oill 76，4901 18，2'18 

36，，3961 40，7471 1，州17:1，0，sgl 28，51 O 

36，4231 39，3571 2，:，191il 78，0791 1l，04e， 

259，，873)加，0叫 l仰に川?っI 61，651 

度

昭和 1

2 

昭和1

') 

3
4
-
a
6
7
8
十一一一三口合

年

こ
の
外
に
六
千
二
百
町
歩
の
自
作
田
畑
金
維
持
し
て
ゐ
る
。

15) 

ま
た
平
均
一
戸
営
の
創
設
維
持
面
積
及
び
平
均
貸
付
金
額
は

現
下
の
土
地
問
題
と
自
作
農
創
設
事
業

第
四
十
三
巻

一一一一
第

ま直

一一一



現
下
の
土
地
問
題
、
と
向
作
農
創
設
事
業

第
四
十
三
巻

四

幾
伺
で
あ
る
か
彦
左
に
示
さ
う
。

創設維持人員及び一人常創設維持状況 1H) 

18，727 

(13.8%)1 

4.71 8351 8041 

;;::;;[;;|;;;|;:; 
(品川14.3[890

1 

844[ 

2?FF41 
21711 2.81 873 824 

3-1斗 3.01871. 8321 

(J:;;:;; 

501 

f:i2:2 ! 

d4:? 

60ι 

58i 

一町五反|ー町五反l

" 
140 

27日

40 

J': 

42:1 

下|以

人!
9:36， 

1，1971 
1，666: 

2，0-161 

2，6431 

2，940J 
2，828 
2，825; 

17，0811 

(14.:0%)， 

331 24
1 

391 

30' 

48， 

418: 

6231 

431 

1，6461 

( 10.品川

以

第三表

同

年 度 -)J[以下五反以下

6，94人1ll 1 

2 1，798 8，36品
官IJ aη " 2，373 ] 1，336 

4 2 ， 44:~ 11，391 
5 2，312 12，358 
日 1，951 10，886

1 
J 1，924 10，494: 

設 8 1，682 10，36[1 

合 計I16J7 82，140 
(百分比)i04.0;>6) (68.7%) 

/昭和 1 42 
1 4  

2 34 20 

高t υ 。 49 27 

4 11 17 

5 391 2W! 

6 535 2，600| 
7 1，425 5，268 

主寺
自 4211 ~\304 

令 言十 2，5561 11，25:;; 
(百分比)1(I~.I;>';)I (70叫

ま忠 言十 19，330 

(百分比) 1(14，;0%) (68.9%) 
第

盟主

凹

印
ち
自
作
農
地

の
創
設
者
総
計
十

一
寓
九
千
六
百
人

中

一
反
以
下
の

長
山
山
人
戸
山
持
ヘ
し

t

E
7
+す
J

‘

同

月

吋

d

る
者
は
総
数
の

四
瓜
円
、

一
反
以
上

五
反
以
下
の
も
の

中
l

出」、
t

、ρ
、

l
↑ノ一

1
0

五
反

以
上
一
町
五
反
以

下
の
も
の
は
一
四

。/
i'O 、

一
町
五
反
以

上
の
も
の
は
三

μ

を
占
め
て
ゐ
る
。

自
作
農
地
の
維
持

農林省農務局、昭和八年肢拘作農創設維持事業y品川lt(1沼手11卜年七月)による。16) 



者
に
於
て
も
同
様
に
丘
段
以
下
の
も
の
が
多
〈
、
そ
れ
は
会
躍
の
八
六
引
を
占
め
て
ゐ
る
。
之
合
平
均
す
れ
ば
白

作
農
地
創
設
は
平
均
一
人
常
り
四
・
三
反
、
自
作
地
維
持
は
三
・
九
日
と
な
る
。
か
く
て
創
設
維
持
の
結
果
と
し
て

農
家
は
如
何
な
る
程
度
の
自
作
農
地
を
所
有
す
る
に
至
っ
た
か
に
就
て
は
、

地
万
的
事
情
、
個
ク
の
創
設
維
持
者

の
従
前
の
所
有
地
の
多
少
、
購
入
し
に
る
土
地
山
上
院
狭
等
に
よ
っ
て
、
或
は
完
全
な
る
内
作
品
と
な
っ
た
も
の
、

或
は
自
作
に
迂
い
自
作
策
小
作
農
と
な
っ
た
も
の
、

ふ
ぬ
ほ
向
ほ
小
作
農
に
迂
い
状
態
に
あ
る
も
の
等
千
来
高
別
で

も

ま"
h 

な日 一一1

し l'~ i 1It 
L山闘

3 的
35 iこ

れ有光
で iliQ
7.)す
るれ

lf 

五
六
日
歩
科
皮
の
農
地
を
所
有
す
る
自
作
品
収
小
作
農
に
進
み
た
る
も
の
最

あ
る
が
、

3
hい
ば
白
仲
良
川
社
維
持
事
業
L
」
巧
ふ
品
、
古
賀
に
川
町
一
l

り
日
作
品
川
小
作
品

の
創
設
維
持
で
あ
り
、
単
な
る
自
作
地
の
例
設
維
持
に
過
ぎ
な
い
。
事
業
賞
金
が
潤
慌
で
な
〈
、
従
っ
て
一
入
賞

hJ
貸
付
余
を
限
定
せ
ざ
る
を
科
な
い
現
服
を
以
て
し
て
は
己
か
を
得
な
い
が
、
牌
来
こ
の
積
一
事
業
を
大
規
棋
に
行

ふ
場
合
に
は
、
完
全
な
る
自
作
農
を
創
立
す
る
こ
と
子
目
標
と
す
べ
き
で
あ
る
。

更
に
現
事
業
に
よ
っ
て
創
設
維
持
さ
れ
る
も
の
は

本
邦
一
般
農
家
と
内
作
農
創
設
維
持
者
と
い
耕
作
耐
積
比
校

事
業
農
家
を
先
順
位
と
し
、
且
つ
従
来
の
小
作
地
を

品一一五 』 耕 | 第
l 町貯反 |四

肝 r {t.ij ;衰
歩歩

以以以

1..干ー干

」一一一一一一一←

戸

川

wn

一、九二(〕、六回二一(ヨ回二一)

一、九一一日中、一一二ハロ(五回・
Z
)

一、担当二、三一ニ(=一一・五)

五、六二一、証三五(一口口・
0
)

購
入
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
業
に
よ

一

.

創

設

維

持

者

一

人
一
一
一
、
一
(
元
凶
(
八
・
国
)

一
六
八
、
一
五
長
(
五
口
・
一
一
)

↑
壬
一
ハ
、
一
一
手
ん
(
四
一
・
国
)

一-=豆、六八九(一口(〕・山)

る
創
設
維
持
農
家
の
耕
作
耐
積
が
本
邦
一
般
農
家
の

夫
よ
り
も
底
い
の
は
営
然
で
あ
る
。

従
て
現
在
の
自
作
農
創
設
事
業
に
於
て
は
、
五
反

現
下
の
土
地
問
題
と
向
作
曲
尺
創
設
事
業

第

E主

31 

第
川
十
三
巻

互L

農株省、前抱:::~六f1." 1'1作農地告IJ設とは侃州の小11へたるも (nが、手の/J、
作地~購入して1'1 {t;地 kなすもので、 '1 {f)~主地維持とは嘗て農地!f購入す
るために併入れたる高和l資金を本早期、よりて貸付"dれる箇平1)資金に借換
へて内作農地の維持I:e困るものである。
農林省、前掲r井による。
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現
下
の
土
地
問
題
と
h
H
作
農
創
設
事
業

第
一
波

ム
ノ、

第
内
十
コ
一
巻

~ 
r、

未
満
の
農
地
を
耕
す
過
小
農
を
一
町
内
外
を
耕
す
小
農
に
引
上
ぐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
行
は
争
、
従
て
過
小
農
問
題

は
解
決
さ
れ
な
い
。
ま
た
斯
か
る
問
題
を
同
時
に
解
決
せ
ん
と
す
れ
ば
、
耕
地
の
再
分
配
を
も
件
は
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

き
れ
ば
農
村
人
口
に
比
し
て
耕
地
の
不
足
す
る
我
聞
に
於
て
は
、
大
規
模
な
る
自
作
農
創
設
、

又
は
土

地
閲
有
を
断
行
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
土
地
問
題
は
完
全
に
解
決
さ
れ
な
い
。
担
小
農
問
題
の
解

決
に
は
農
村
工
業
化
、
商
工
業
及
び
貿
易
の
殺
患
に
よ
る
都
市
人
口
の
吸
引
力
増
大
、
移
民
の
奨
剛
生
す
か
}
行
ふ
は

?
!
日
r
F
1
;
、

↑一-仁

P
A
J
t
T
Kリ

c
A
q

市
以
に
僻
叫
ん
で
世
界
計
一
加
の
闘
際
的
一
品
分
配
の
問
砲
に
ま
で
認
到
す
ぺ
志
で
は
あ
ゐ
」
は
い
か
。

右
の
自
作
農
創
設
維
持
事
業
の
宜
績
は
如
何
で
め
る
か
。
管
局
の
一
五
ふ
慮
に
よ
れ
ば
、
之
が
農
家
に
及
ぼ
せ
る

影
響
と
し
て
は
、
自
作
農
創
設
又
は
維
持
農
家
に
於
て
は
、

「
従
前
に
比
し
て
土
地
愛
護
の
精
神
は
格
段
に
高
揚

し
で
、
自
給
肥
料
の
増
給
、
周
到
な
る
土
地
手
入
等
、
寸
暇
営
惜
み
て
地
力
の
維
持
培
養
に
努
め
、
農
事
の
改
良

に
精
附
す
る
結
果

生
産
高
の
増
加
eT
見
る
に
至
れ
る
も
の
少
な
か
ら
や
、
且
叉
之
が
」
機
命
円
と
し
て
副
業
の
増
殖

に
努
む
る
も
の
も
多
〈

雨
や
相
倹
て
家
計
の
向
上
に
資
し
っ
、
あ
り
」
と
さ
れ
、
本
施
設
の
農
村
枇
舎
に
及
し

た
る
影
響
と
し
て
は
、

「
永
年
に
亘
り
て
執
劫
に
小
作
争
議
を
繰
り
返
し
つ
〉
あ
り
し
地
方
に
於
て
、
本
施
設
寅

施
の
結
果
紛
争
の
根
加
を
斐
除
し
で
る
の
み
な
ら
子
、
農
村
の
健
宜
な
る
気
風
を
作
興
し
て
部
落
の
融
和
、
農
村

自
治
の
闘
楠
な
る
礎
展
の
寅
ヤ
摩
川
、
、
る
等
、
其
の
面
白
を
一
新
す
る
に
至
れ
る
事
例
に
乏
し
か
ら
や
」
と
し
て
ゐ

る
。
我
々
も
自
作
農
創
設
者
が
之
に
よ
っ
て
従
前
に
比
し
て
土
地
愛
護
心
ぞ
高
め
、
土
地
生
産
力
の
唆
展
を
閥
、
り

得
る
基
礎
地
盤
ぞ
奥
へ
ら
れ
た
る
こ
と
は
之
が
認
な
べ
き
で
あ
ら
う
。
而
し
て
農
林
省
は
自
作
農
地
創
設
維
持
者

農林省、前掲r書、八万至九頁。19) 



の
長
期
に
亘
る
借
入
資
金
の
償
還
を
容
易
な
ら
し
む
る
た
め
、
経
済
事
情
の
種
動
、
凶
作
ぞ
の
他
各
種
の
災
害
に

虚
し
て
遺
憾
な
さ
を
期
す
る
た
め
、
自
作
農
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
を
奨
廟
し
、
之
に
依
て
資
金
の
償
還
確
保
、

相
互
共
静
共
の
他
農
事
改
良
を
同
ら
し
め
て
ゐ
る
。
昭
和
九
年
十
月
現
在
に
於
て
、
こ
の
組
合
数
は
一
、
五
五
七
、

組
合
員
数
は
五
六
、
四
八
八
人
に
達
し
て
ゐ
る
。

然
る
に
昭
和
五
年
の
農
業
恐
慌
以
来
、
米
債
は
創
設
維
持
営
時
に
比
し
て
、
殆
ん
ど
牛
額
叉
は
そ
れ
以
下
に
暴

に議:
1位、そr

!町結
果

年
賦
償
還
金
の
延
納
者
が
可
な
り
多
く
な
り
、

各
地
に
政
府

ω施
設
に
封
す
る
怨
慌
の
撃
を
聞
く

一
小
作
父
は
火
災
学
の
不
叫
出
品
川
に
よ
る
延
納
者
は
日
和
一
冗
年
乃
企
一
二
年
皮
に

M
に
二
一
五
五
人
、

令
一
額
は
三
七
、
五
一
九
闘
に
迭
し
た
。

ク
て
刀

そ
の
後
に
於
け
る
延
納
者
及
び
滞
納
者
に
闘
し
て
は
、

接
表
さ
れ
る
鹿
が

な
い
が
、
昭
和
五
年
以
降
は
真
に
増
加
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
σ

我
闘
に
於
て
は
「
最
も
有
力
に
農
業
を
動
か
し
得

る
政
府
が
自
己
の
創
意
に
基

4
州
-K
業
界
の
動
的
稜
化
の
経
済
的
結
果
に
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
寵
接
の
危
険
負
携

を
持
に
い
」
も
の
で
あ
る
正
一
五
は
れ
て
ゐ
る
が
、
償
還
金
の
延
納
者
が
績
出
す
る
に
及
ん
で
は
、
政
府
'
b
之
を
捨
て

〉
置
く
こ

E
を
得
一
字
、
昭
和
五
年
度
及
び
六
年
度
(
一
小
部
分
)
に
於
て
一
ヶ
年
問
、
夏
に
昭
和
七
年
度
に
於
て
同

年
度
よ
り
昭
和
九
年
度
迄
の
三
ヶ
年
間
の
各
中
間
据
置
を
認
め
、
中
間
据
置
期
間
中
は
償
還
未
清
元
金
に
劃
す
る

利
息
の
み
を
支
捕
は
し
め
、
償
還
年
限
を
そ
れ
だ
け
延
長
し
、
不
況
時
に
於
け
る
借
受
人
の
負
携
を
軽
減
す
る
方

策
を
と
ら
ぎ
る
な
特
.
ざ
る
に
至
つ
に
。
ま
亡
事
貫
、
自
作
農
組
合
に
し
て
も
「
昭
和
七
年
度
よ
り
中
間
据
置
設
置

ハ
詰
ご

せ
ら
れ
た
る
を
以
て
漸
〈
危
念
を
免
る
〉
を
得
に
り
」
と
な
す
も
の
が
、
少
な
く
な
か
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。

現
下
め
土
地
問
題
と
自
作
農
創
設
事
業

第
四
十
三
巻

七

七

第

盟主

日本農業研究含編、日本農業年報、第五割tATzゴ宵。
この償還金の理納容[は規定の償還Hよりも漣れて納付せるものにしで、滞納
額ではなL、。農林省、 昭和凶年度白11'1呈jilJ設維持説様、三八頁。
東畑精 4 氏、日本農業の展開過様、六九J(。
農林省農務局、‘自作農自11設維持事例(jJ;のーー)昭和十年三月、二一四頁。
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現
下
の
土
地
問
題
と
内
作
曲
尺
創
設
事
業

第

披

i¥ 

第
同
十
三
谷

i¥ 

斯
か
る
農
業
恐
慌
の
結
果
に
針
し
、

そ
の
責
任
の
会
部
を
政
府
に
臨
す
べ
か
ら

5
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
戸、

E 

日

の
自
作
農
創
設
は
少
〈
と
も
米
穀
政
策
確
立
の
上
で
賀
行
さ
る
べ
き
で
あ
つ
に
。

現
に
澗
遜
に
於
げ
る
大
規
模
の

自
作
農
維
持
政
策
は
農
産
物
倒
格
統
制
政
策
と
不
可
分
離
に
宜
行
し
て
ゐ
る
。

き
れ
ば
内
作
法
創
設
施
誌
に
は
農

産
物
価
四
格
統
制
策
を
伴
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
仁
自
作
曲
長
創
設
上
性
立
す
べ
き
は
、

盟
業
保
険
に
る
法
廃
物
牧
結
保
険
そ
件
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ

る
O

相
対
陶
小
市
川
乃
下
に

mr{山
崎
、

j

l

，
ノ
ト
〈

I

l

i

-

-

川小作
m
U
J
m
切
八
い
に
は
、

、
下
司
、
、
、

4
1
1
)
L
E
d
-
i
d
e
-
-
:
1
L
L

〆

1
l
l
f

寸
れ

λ
は
づ
刊

F
江
川
柳
一
す
-
ゼ
刈
、
ヰ

l
m
A
叶
叫
し
余
し
と
か

年
賦
償
川
氏
一
の
方
訟
に
よ
っ
て
土
地
購
入
代
金
の
元
利
を
償
還
す
る
，
}
と
冶
な
れ
ば
、
借
り

た
る
会
の
元
利
は
豊
凶
の
如
何
に
拘
ら
す
支
排
ふ
こ
と
を
要
し
、
現
物
小
作
料
の
如
く
減
免
ヤ
一
要
求
す
る
を
得
な

日
一
白
作
農
と
な
h
ノ、

い
の
き
れ
ば
農
産
物
牧
桂
保
険
?
?
宜
施
し
て
、
凶
作
叉
は
不
作
よ
hJ
起
る
農
家
牧
入
(
い
減
少
に
仙
~
な
け
れ
ば

t
j
:
、
0

2
i
d
、

r
d
l
d

T
L
T
L
 

第
三
に
小
作
人
の
購
入
す
る
農
地
の
債
格
を
相
官
低
安
に
決
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

Z
。
今
日
の
自
作
践
例

設
に
於
て
は
、
購
入
す
べ
き
土
地
の
債
格
は
常
事
者
聞
の
自
・
問
契
約
に
依
て
定
め
る
も
の
で
、
た
け
〉
之
に
劃
し
て

は
所
謂
棋
準
債
格
及
び
営
該
地
方
の
普
通
偵
格
を
超
え

F
る
も
の
と
す
る
限
定
が
置
か
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

現
行
標
準
債
格
の
算
出
は
小
作
料
を
本
準
と
し
て
之
を
一
定
利
子
歩
合
で
資
本
債
額
に
泣
元
す
る
方
法
令
}
用
ゐ
る

が
、
元
来
現
在
の
小
作
料
そ
の
も
の
が
高
き
に
失
す
る
と
非
難
さ
れ
て
ゐ
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、
州
問
準
偵
格
も
ま

た
高
き
に
失
す
る
こ
と
〉
な
ら
ゴ
る
を
梓
な
い
世
院
が
あ
る
。

加
ふ
る
に
同
家
一
か
大
出
械
に
内
作
法
創
設
を
行
ふ
と

更にi居住f省では rlf1'関救的'ifiω ーとレて E11 和.~'1年以前に i可作農和]設維持
資金として合i.j・したる簡易t!:命保険積立金;)I宅付-，耳間二十ori.年以内を君主
に十五年以内延えすることに決定、この七月一 Dよ h賓施する旨六月卜じ

日省令'It'以で務者し「こc

小作料金'i!li-地組及地租附加税2t."主三1竺三土主主lfし
標準fj(格士 一 O.OG227 
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き
は
、
農
地
に
卦
す
る
需
要
の
増
加
を
来
し
地
債
は
騰
貴
す
る
こ
と
営
免
れ
な
い
。

き
れ
ば
第
四
の
方
策
と
し
て
、
先
づ
小
作
訟
を
制
定
し
て
、
現
在
の
小
作
料
を
公
正
化
し
て
、
間
接
に
地
債
を

公
正
化
し
て
、
然
る
後
に
自
作
農
創
設
営
行
ふ
べ
き
で
ゐ
る
。

こ
の
小
作
法
に
よ
れ
ば
、
地
伺
の
勝
賞
b
4
4
b
防
止

し
得
る
し
、
ま
た
之
に
よ
っ
て
現
在
の
土
地
の
債
格
中
、
土
地
所
有
棋
と
耕
作
棋
?
と
に
分
屈
す
る
も
の
冶
査
定
を

明
に
し
て
、
土
地
所
有
植
の
買
取
又
は
耕
作
権
の
賠
償
を
明
確
に
す
る
と
と
を
得
、
更
に
小
作
法
「
い
よ
り
小
作
期

問
中
小
作
人
の
加
へ
た
る
土
地
改
良
そ
の
他
の
有
盆
費
に
山
討
す
る
賠
償
制
そ
も
明
確
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
五
に
今
日
の
自
作
品
川
ぷ
事
血
液
の
加
(
十
一
地
日
貿
却
ふ
心
地
七
に
拍
制
ぜ
な
い
白
山
州
立
抗
議
に
於
て
は
、

主
が
土
地
の
提
供
を
魚
す
を
拒
h
u
場
合
に
は
、
折
角
大
規
模
の
創
設
事
業
を
計
叫
註
し
て
も
、
ぞ
れ
は
賞
現
き
れ
な

い
こ
と
う
な
る
。
き
れ
ば
将
来
に
於
て
何
等
か
の
手
段
を
以
て
地
主
の
土
地
質
却
を
強
制
し
得
る
が
如
き
規
定
を

出
「
注
一
一

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
此
の
自
作
農
創
設
維
持
事
業
は
岡
家
臼
ら
之
を
行
び
、
小
作
人
の
農
地
購
入
を

容
易
な
ら
し
む
る
た
め
闘
停
の
農
地
金
庫
伝
設
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

(
註
ニ
)

現
在
孜
凶
の
不
耕
地
主
教
は
約
九
十
八
高
七
千
戸
に
及
ぷ
が
、

こ
の
巾
に
は
凶
五
町
の
土
地
セ
所
有
す
る
巾
小
地
主
が
タ
く
な
か
ら

ぅ
。
彼
等
に
し
て
向
作
農
創
設
に
際
し
、
不
耕
地
主
よ
り
向
作
農
に
な
ら
ん
と
欲
し
、
土
地
の
沼
田
兎
を
要
求
す
れ
ぽ
之
を
如
何
に
慮
置
す
べ
き
で

あ
る
か
。
現
在
の
中
小
地
主
の
一
窮
乏
上
り
ぢ
へ
、

内
位
農
と
し
て
生
活
し
得
る
に
足
る
一
川
紋
反
の
一
上
地
だ
ば
ぽ
之
を
苧
詐
に
浅
し
て
置
き
た
い

と
希
望
子
る
も
の
る
惜
常
あ
ら
う
。

同
案
と
し
て
は
此
の
要
求
ー
ま
で
戸
市
げ
る
こ
と
法
恐
ら
〈
尚
一
米
な
い
で
あ

7
7
0
併
し
之
に
よ
っ
て
現
在
の
小

偉
人

ω幾
分
は
現
在
の
緋
作
地
面
積
を
若
干
縮
小
ヨ
れ
ゲ
る
や
得
な
い
ザ
-
L
4
、
な
る
。

こ
の
却
に
就
い
て
ち
将
来
に
到
し
充
分
な
る
資
策
を
講
じ

置
〈
べ
き
で
あ
る
。

現
下
の
土
地
問
題
と
向
作
農
創
設
事
業

第
凶
十
三
春

九

第

ま露

九

h
u
K
M
 

t
 

~ß須崎氏、農政論考、コペヒ。
永井彰一氏、農業政策論、凶00頁。
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第
四
十
=
一
巻

第
六
に
自
作
農
を
創
設
し
之
を
永
〈
維
持
せ
ん
と
す
れ
ば
、
家
産
訟
の
如
、
き
も
の
を
制
定
し
、
創
設
さ
れ
た
る
自

現
下
の
土
地
問
題
と
自
作
農
創
設
事
業

第

貌

四
O 

四
O 

作
農
地
は
之
を
家
産
と
し
て
登
記
し
、
共
の
土
地
の
庭
分
は
之
を
或
る
程
度
ま
で
制
限
し
、
永
績
的
に
維
持
す
る

方
策
合
設
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
我
岡
自
作
農
創
設
維
持
事
業
に
於
て
は
、
資
令
-bι

借
ち
て
自
作
農
'
と

な
る
者
は
、
資
金
償
還
期
間
内
は
貸
付
者
の
承
認
を
得
る
に
あ
ら
玄
れ
ば
自
作
農
を
廃
す
る
こ
と
を
梓
守
、
叉
同

一
期
間
内
は
共
の
土
地
の
譲
彼
は
之
を
禁
じ
て
ゐ
る
。
併
し
此
等
の
制
限
は
資
金
償
還
後
に
は
営
然
除
去
さ
れ
る

も
の

E
め
w
心
か
ら
、

従
て
水
崎
的
に
ほ
作
濃
い
ι
維
持
す
る
方
策
ヤ
伴
っ
て
わ
な
い
。
続
馬
法
的
な
る
伺
入
所
有
権

神
聖
士
観
か
ら
す
れ
ば
、
申
水
産
法
の
如
き
も
の
は
之
を
制
定
し
得
な
い
で
あ
ら
う
が
、
自
作
農
維
持
が
農
業
政
策
、

闘
家
政
策
上
必
要
な
る
限
り
、
自
作
農
自
身
の
利
盆
の
た
め
に
も
.
自
作
農
地
の
自
由
底
分
権
は
或
る
程
度
ま
で

叉
之
は
農
民
幅
利
の
見
地
よ
り
す
る
も
常
然
認
h
u

べ
き
で
あ
ら
う
。

之
を
制
限
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

第
七
に
大
規
模
な
る
自
作
農
創
設
営
行
ひ
、
之
を
維
持
す
る
忙
め
に
山
水
産
法
ぞ
施
〈
に
し
て
も
、
之
と
同
時
に

彼
等
を
し
て
借
入
資
金
の
償
避
を
容
易
な
ら
し
め
、

又
そ
の
粧
情
的
繁
祭
を
確
保
す
る
諸
政
策
を
賀
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
翁
め
に
農
産
物
債
格
統
制
や
農
業
保
険
制
度
の
必
要
な
る
こ
と
は
、
上
越
の
如
〈
で
あ
る
が
、

克
に
租
枕
負
搭
の
軽
減
を
も
困
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
闘
仁
於
て
は
大
正
十
五
年
以
来
、
自
己
の
住
居
す
る

町
村
及
び
隣
接
町
村
に
於
て
所
有
す
る
自
作
田
畑
に
劃
し
て
は
、
そ
の
地
債
二
百
回
を
超
え
ゴ
る
も
の
に
針
し
、

閤
税
た
る
地
租
が
免
除
3
れ
る
こ
と
〉
な
っ
て
居
り
、
更
に
昭
和
七
年
度
よ
り
従
来
の
一
地
債
二
一
自
国
を
賃
貸
債
格

二
百
固
に
改
め
ら
れ
た
。
之
ド
依
り
田
の
み
自
作
す
る
者
に
於
て
は
約
七
反
、
畑
の
み
の
者
に
於
て
は
約
二
町
五

家産法に就では拙著、農村問題研究、二四一目:以下参照。家屋法に於では
自作農地守家産として奄記し、強制執行を禁じ、また或る程度まで菅却号
の他の底分を制限するものであるの "，!;9i;のlせ!鑓薦場法はこの家産法
を一層強化せるものであり、更に農場に生産きれたる豊産物に封しでも、
或る程度まで、強制執行を免除してゐる。

28) ;fl.有権制度を確保しなb;~I 、 このな有槽のfiF つ iP士曾lí~機能の後揮を要請す
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反
の
白
作
地
が
地
租
を
克
除
さ
れ
る
こ
と
〉
な
つ
だ
。
併
し
将
来
大
規
模
な
る
自
作
農
創
設
事
業
炉
賀
行
さ
れ
る

場
合
に
は
、
そ
れ
に
件
ひ
現
在
の
不
耕
地
主
は
漸
次
少
数
と
な
る
か
ら
、
被
等
が
負
携
し
て
来
た
地
方
税
の
幾
割

か
が
新
替
の
自
作
農
に
よ
っ
て
負
携
さ
れ
る
こ
と
〉
な
る
。
き
れ
ば
彼
等
向
作
農
の
地
方
税
負
携
を
軽
減
し
、
そ

の
生
活
安
定
を
闘
る
意
味
に
於
て
も
、
今
日
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
地
方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
を
横
大
し
、
之
を

恒
久
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
だ
家
産
法
の
施
行
に
よ
り
自
作
農
は
土
地
信
用
能
力
を
縮
少
さ
れ
る
こ
と
う
な
る

か
ら
、
之
伝
補
ふ
た
め
信
用
組
合
の
普
及
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
要
す
る
経
傍
資
金
を
充
分
に
供
給
し
、
農
業
生
産

-d
ヘ
ノ
面
目
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¥
ρ
戸
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'
J
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司
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コ
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J
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そ
の
余
利
負
棺
を
粧
附
す

る
こ
と
色
同
時
に
必
要
と
な
る
。

昭
和
元
年
度
よ
り
八
年
度
に
至
る
迄
に
創
設
叉
は
維
持
さ
れ
た
る
自
作
田
畑
五
寓
七
千
町
歩
の
う
ち
、
二
六
八
・

四
町
歩
面
ち
金
臨
の
0
・
四
七
ぎ
が
轄
業
、
家
計
不
如
意
、
家
政
整
理
、
疾
病
等
に
よ
り
、
資
A
R
借
受
後
、
そ
の
土
地

hy
譲
渡
し
て
ゐ
る
。
さ
れ
は
今
後
の
大
規
模
な
る
自
作
農
創
設
事
業
に
於
で
は
、
上
逃
せ
る
自
作
農
維
持
の
諸
方

策
に
よ
っ
て
、

一
旦
創
設
さ
れ
た
自
作
農
を
、
水
頑
せ
し
め
る
や
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

以
上
に
百
一
り
現
下
の
士
地
問
題
と
之
が
解
決
の
必
要
と
よ
り
説
き
起
し
、
現
在
我
闘
で
賀
行

3
れ
つ
〉
あ
る
自

作
農
創
設
維
持
事
業
の
梗
概
と
共
の
成
績
と
を
明
に
し
、
将
来
大
規
模
の
自
作
農
創
設
維
持
事
業
が
断
行
さ
れ
る

場
合
に
於
て
採
ら
る
べ
き
諸
方
策
に
就
て
論
じ
た
。
私
は
自
作
農
創
設
に
は
小
作
法
の
制
定
が
先
行
さ
る
べ
き
も

現
下
の
土
地
問
題
と
自
作
農
創
設
事
業

第
四
十
三
巻

第
一
致

四

四

る方向に各国の立法は何れ色進んでと}品。 Vgl. FriLz; N eumark， N eue 
loeologien der Wirt~，chaft~1川lI tik. 1036勺 S. 11<) ff 
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現
、
ー
の
土
地
問
題
と
向
作
曲
民
創
設
卒
業

第
川
十
一
一

A
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第
一
批

四

の
で
あ
る
と
信
や
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
小
作
法
の
制
定
の
み
を
以
て
土
地
問
題
が
完
会
に
解
決
さ
れ
る
も
の

と
は
考
へ
得
な
い
。
人
々
は
斯
か
る
大
規
模
な
る
自
作
品
例
誌
は
そ
の
宜
現
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
ふ
か
も
知
れ

ぬ
。
併
し
今
日
は
米
穀
統
制
法
や
米
穀
自
治
管
珂
法
に
よ
っ
て
、
従
来
に
比
し
て
米
伺
は
徐
程
安
定
さ
れ
た
。
品
設

家
負
債
整
理
は
小
規
制
乍
ら
肢
に
賀
行
さ
れ
て
居
り
、
地
方
財
政
調
紘
一
交
付
令
制
は
臨
時
町
村
財
政
柿
給
金
の
名

に
よ
っ
て
寅
現
さ
れ
る
こ
と
〉
な
つ
れ
c

此
等
の
雨
者
は
一
む
き
将
来
に
於
て
市
民
に
大
判
明
蚊
に
行
は
れ
、
且
つ
恒
久
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ま
土
小
作
法
案
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決
業
似
山
川
一
法
案
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油
開
司
ノ
表
メ
、
仏

り
つ

h

あ
る
で
は
な
い
か
。

け
れ
ど
も
土
地
問
題
の
根
本
的
解
決
に
際
し
で
は
、
論
者
或
は
自
作
農
川
設
事
業
を
ボ
イ
と
し
、
小
作
立
法
の

一
本
槍
で
突
進
す
る
で
あ
ら
う
。
論
者
或
は
土
地
闘
有
の
断
行
合
主
張
す
る
で
あ
ら
う
。
私
は
小
作
法
を
前
提
と

す
る
自
作
農
創
設
事
業
を
可
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
此
等

ω根
本
問
題
に
封
し
で
は
、
我
国
の
質
扶
に
卸

し、

E
つ
我
闘
の
、
否
、
世
界
の
政
治
組
稗
の
客
観
的
情
勢
に
照
し
て
、

充
分
に
吟
味
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
ら

-
F

「
ノ
。


